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＜Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳ／Ｓｅａ－ＮＡＣＣＳ 共通＞ 
区分１の提出要否判定に伴う新規管理資料配信について 

機
能
概
要 

＜変更前仕様＞ 

民間向けに申告実績における審査区分を区別する管理資料を配信していない。 

＜変更後仕様＞ 

①申告実績における審査区分を区別する管理資料を民間向けに新規で作成する。 

②新規管理資料の配信要否を利用者設定業務で登録可能にする。 

 

１．変更内容 

（１）新規管理資料の追加 

前日に行われた輸入申告及び輸出申告等の実績から、あて先官署・あて先部門単位で各審査区分を区別

する民間向け管理資料を新規作成する。 

 

（Ａ）「輸入申告審査区分別一覧表（Ｉ５６）」 

（ａ）以下の手続きから、前日に申告・申請された実績、及び申告内容変更された実績を収集する。 

ただし、申告状態が無効となっているデータは収集しない。 

①輸入申告（本申告を含む） 

以下の申告等種別を対象とする。 

Ｃ：輸入申告（申告納税） 

Ｆ：輸入申告（賦課課税） 

Ｙ：輸入申告（少額関税無税） 

Ｓ：蔵入承認申請 

Ｍ：移入承認申請 

Ａ：総保入承認申請 

Ｇ：展示等申告 

Ｋ：蔵出輸入申告（申告納税） 

Ｄ：蔵出輸入申告（賦課課税） 

Ｕ：移出輸入申告（申告納税） 

Ｌ：移出輸入申告（賦課課税） 

Ｂ：総保出輸入申告（申告納税） 

Ｅ：総保出輸入申告（賦課課税） 

※ＢＰ承認申請（ＩＢＰ許可を含む）の実績及び、以下の申告等種別は対象外とする。 

Ｈ：輸入（引取）申告 

Ｎ：特例委託輸入（引取）申告 

Ｊ：輸入（引取・特例）申告 

Ｐ：特例委託輸入（引取・特例）申告 

Ｔ：特例申告 

Ｖ：特例委託特例申告 

②輸入マニフェスト通関申告 

③機用品蔵入承認申請 

④石油製品等移出・総保出輸入申告 

⑤本船・ふ中扱い承認申請（輸入分のみ対象とする。） 

 

（ｂ）提供概要は以下の通りとする。 

周期：日次 

出力先：通関業 

出力単位：利用者単位 

 

（ｃ）収集条件は以下の通りとする。 

①輸入申告等年月日が前日のもの。 

②予備申告が行われていた申告情報については、本申告時点で収集する。 

 



 

  

 

 

 

（ｄ）編集条件は以下の通りとする。 

①官署、部門別の実績を出力する。 

②データ編集は以下の単位とする。 

・海上 

・航空 

・航空マニフェスト 

・合計 

③合計には官署、審査区分ごとの合計件数を出力する。 

なお、石油製品等移出・総保出輸入申告は審査区分「Ｚ」として出力する。 

 

（Ｂ）「輸出申告審査区分別一覧表（Ｈ０６）」 

（ａ）以下の手続きから、前日に許可または承認された実績を収集する。 

ただし許可内容変更後データは除く。 

①輸出申告 

以下の申告等種別を対象とする。 

Ｅ：輸出申告  

Ｎ：特定委託輸出申告 

Ｍ：特定製造貨物輸出申告 

Ｒ：積戻し申告 

Ｔ：特定輸出申告 

Ｇ：展示等積戻し申告 

②輸出マニフェスト通関申告 

③別送品輸出申告 

④本船・ふ中扱い承認申請（輸出分のみ対象とする。） 

 

（ｂ）提供概要は以下の通りとする。 

周期：日次 

出力先：通関業 

出力単位：利用者単位 

 

（ｃ）収集条件は以下のとおりとする。 

①前日に許可または承認されたもの。（許可内容変更承認を除く。） 

②同日中に許可内容変更承認が行われた場合は、許可または承認データのみ収集する。 

 

（ｄ）編集条件は以下の通りとする。 

①官署、部門別の実績を出力する。 

②データ編集は以下の単位とする。 

・海上 

・航空 

・航空マニフェスト 

・合計 

③合計には官署、審査区分ごとの合計件数を出力する。 

 

（２）利用者設定業務の変更 

管理資料の配信要否を登録する「管理資料情報配信要否登録（ＵＫＳ）」業務において、（１）の新規

管理資料の配信要否の登録が可能となるよう変更する。 

また画面・帳票については、出力情報コードの世代を「０」から「１」に切り替える。 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

２．変更対象 

（１）利用者設定業務の変更に伴い、以下の変更が発生する。 

（Ａ）オンライン業務の変更 

①「管理資料情報配信要否登録（ＵＫＳ）」業務 

②「管理資料情報配信要否登録呼出し（ＵＫＳ１１）」業務 

（Ｂ）端末資材の変更 

①「管理資料情報配信要否情報（ＣＡＬ０１５）」（ＵＫＳ業務の出力画面テンプレート） 

②「管理資料情報配信要否呼出し情報（ＣＡＬ０１６）」（ＵＫＳ業務の入力画面テンプレート） 

（２）以下のドキュメントに変更が発生する。 

ＥＤＩ仕様書の変更 

①付表 6-9-5 対象業務一覧【輸出入共通関連業務】 

②付表 6-10-5 出力情報コード一覧【輸出入共通業務】 

③付表 6-11-2 民間管理資料情報一覧 

 

 

３．特記事項 

管理資料の初回配信日について 

ＵＫＳ業務及び新規管理資料のリリースは３月１７日（日）とする。 

新規管理資料を配信要とする利用者は、３月１８日（月）にＵＫＳ業務で配信要否の登録を実施する。 

実績有り管理資料の初回配信日は３月１９日（火）（３月１８日（月）分の実績）とする。（ＵＫＳ業務

にて３月１８日（月）に登録を実施した利用者のみ配信される。） 

 

 

４．リリース日 

平成２５年０３月１７日（日） 
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